
1 

佐
賀
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。 
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三
十
一
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佐
賀
県
規
則
第
二
十
四
号 

佐
賀
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

則 

 

佐
賀
県
営
土
地
改
良
事
業
分
担
金
等
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
佐
賀
県
規
則
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
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別
表
第
一
の
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
改
良
事
業
の
項
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「
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業
」
を
「
基
幹
農
道
整
備
事
業
」
に
改
め

る
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様
式
第
一
号
中 

か
ん
が
い
排
水

事
業 

(

た
だ
し
、
多
額
の
事
業
費
を

要
す
る
事
業
と
し
て
知
事
が
別
に
指

定
す
る
ダ
ム
建
設
事
業
に
要
す
る
経

費
に
つ
い
て
は 
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か
ん
が
い
排
水

事
業 

(

た
だ
し
、
多
額
の
事
業
費
を

要
す
る
事
業
と
し
て
知
事
が
別
に
指

定
す
る
ダ
ム
建
設
事
業
に
要
す
る
経

費
に
つ
い
て
は 

 
 

)
 

基
幹
水
利
施
設

ス
ト
ッ
ク
マ
ネ

ジ
メ
ン
ト
事
業 

(

た
だ
し
、
ダ
ム
、
排
水
機
場

及
び
排
水
樋
門
に
要
す
る
経
費
に
つ

い
て
は 
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附 
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こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
の
改
正

規
定
（
「
農
林
漁
業
用
揮
発
油
税
財
源
身
替
農
道
整
備
事
業
」
を
「
基
幹
農
道
整
備
事
業
」
に

改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
様
式
第
一
号
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

「
附

則
第

1
0
項

」
 

「
附

則
第

1
3
項

」
 

貸
付

金
の

貸
付

け
を

含
む

。
)
」
 

「
に

つ
き

法
第

３
条

」
 

（
以

下
「

法
」

と
い

う
。
）

第
３

条
」

 

「
に

つ
き

土
地

改
良

法
 

「
そ

の
者

か
ら

」
 
「

そ
の

者
は

」
 

「
（

法
附

則
第

２
項

の
規

定
に

よ
り

貸
し

付
け

ら
 

れ
た

貸
付

金
を

含
む

。
）
」

 


